
 

就労相談及び就労支援セミナー運営業務委託 仕様書 

 

 

 

 

 

 

１ 委託業務名 

就労相談及び就労支援セミナー運営業務委託 

 

２ 業務期間 

  契約締結日から令和８年３月３１日まで 

 

３ 業務の目的 

就職に向けて継続的な支援を必要とする求職者に対し、就労に関する相談及び各種支援を行うこと

で、求職者の円滑な就職活動につなげる。 

 

４ 履行場所 

  宗像市役所 

 

５ 支払い 

委託料は、業務完了後、受託者の請求に基づき支払うものとする（支払い回数、時期等については

受託者と協議の上、定めるものとする。）。 

 

６ 業務内容 

（１）就労相談業務 

  ①相談員の配置 

受託者は、宗像市役所内に設置予定の総合的な相談窓口に就労相談員２名を配置し、相談者か

らの相談受付・登録及び各種支援を行う。なお、配置する就労相談員は３名以上の交代制も可能

とし、その場合は、各相談員間の情報共有、連携の手段を講じるものとする。また、就労相談員

が病気やその他の事情により、従事が困難となった場合、直ちに代替要員を配置する。 

  ②対象者 

子育て等のために長期に就労していない女性や就職氷河期世代の方をはじめとする長期無業に

ある方など求職活動において悩みを抱えるすべての求職者を対象とする。なお、他の関係機関と

連携することも考慮し、相談者の属性に関わらず広く相談を受け入れるものとする。 

  ③支援内容 

就労相談員は、次の支援を行う。 

ア 相談者が抱える様々な問題を聞き取り、就職活動に関する助言や個別の事情に応じた適切

な支援を行う。また、必要に応じて個別のカウンセリングによる自己理解や職業意識の高

揚を図りながら、各種支援制度を理解し具体的な就労支援制度活用に向けた行動を促すな

ど、自立に向けた支援活動を行う。 

 

この仕様書は、受託予定者と宗像市との契約に係る仕様書の原案となるものです。企画提案書作成

の参考として活用してください。契約の締結にあたっては、受託予定者の企画提案書を踏まえて、受

託予定者と宗像市が協議し、内容を一部変更することができます。 



 

イ 関係機関で実施している職業訓練や就職活動に役立つ面接シミュレーションなどの就業支

援の内容についての理解に努め、必要に応じて適宜関係機関の紹介を行う。 

ウ 宗像市役所内の各就労支援窓口及び生活支援窓口（保育、医療、児童・高齢者・障害者福

祉等）と密に連携した支援を行うとともに、委託者が各窓口間の情報共有のための会議を

開催した際は出席する。また、各就労支援窓口で実施する就労支援制度やセミナー、合同

就職説明会等の情報収集に努めるものとする。 

エ 移住検討者に対しては、遠方からの電話相談に応じ、関係機関とも連携して求人情報の提

供を行うなどの就労支援を行う。 

  ④相談実施日時 

月曜から金曜の午前９時３０分から午後５時までとし、うち４５分を休憩時間とする。ただし、

土曜・日曜・祝日及び１２月２９日から翌年１月３日までの期間は、配置を要しない。 

⑤業務の報告 

受託者は、トラブル発生時や、委託者の意見を聞く必要があると判断をした場合は、直ちに委

託者に報告する。また、相談状況については週１回の報告、業務の概況、相談者の属性や相談内

容などについては月１回以上の定期的な報告をするとともに、必要に応じて委託者が行う実施状

況の調査の指示に従うものとする。 

なお、実績報告書の様式等は委託者と協議の上、決定する。 

  ⑥その他の業務 

ア 相談者に対し、市が行う他の就労支援事業への参加を促すなど、連携を積極的に行うこと。 

イ 相談者数及び属性の把握と分析、個々の支援内容の記録の作成を行うこと。 

ウ 相談窓口にて使用する備品及び消耗品の管理を行うこと。なお、備品及び消耗品に要する

費用は委託者が負担する。 

 

（２）セミナーの実施 

受託者は、委託期間内に就労支援のためのセミナーを２回企画し、広報や集客、当日の運営等を

行うこと。 

 ①セミナーの内容 

  本市の相談者の属性等を考慮し、就労が困難な方への支援となるテーマを適宜設定する。 

②セミナーの実施方式 

対面による集合方式を原則とする。 

③会場 

市の公共施設で実施する。（委託者により手配） 

④セミナーの規模 

各回定員２０人程度とする。 

 

（３）広報の実施 

   受託者は、委託者と協議の上、積極的な広報活動に努め、本事業を広く市民に周知するものとす

る。 

 

７ 就労相談員の要件等 

  受託者は、次の（１）、（２）のいずれにも該当し、６に掲げる業務を適切且つ誠実に履行できる



 

者を就労相談員として選任しなければならない。 

（１）キャリアコンサルタント等、就労相談に資する資格を有し、公的職業紹介機関や民営職業紹介業

での実務経験を有する者 

（２）相談者と信頼関係を構築するための十分なコミュニケーション能力を有すると委託者が認める者 

 

８ 完了報告及び引継ぎ 

（１）受託者は、委託期間が終了した日から１０日以内に、契約期間全体の実績等をまとめた完了報告

書を作成し、委託者に提出する。 

（２）本契約が終了し、本業務を他の者に引き継ぐ必要がある場合は、本契約期間中に引継ぎ期間を設

け次期受託者が円滑に業務を行えるよう十分な引継ぎを行うこと。 

 

９ 遵守事項 

受託者は、下記の事項を遵守する。 

（１）受託者は、就労相談員を配置するための勤務体制、職務環境等を整備する。 

（２）受託者は、就労相談員の資質向上のために、次のとおり研修を企画し、実行する。 

①新たに就労相談員を配置する場合の事前研修 

②就労相談員の情報共有、技能向上及び対応の平準化、並びに事例検討のための定期的な研修 

 

１０ 評価 

就労支援事業の品質向上の目的から、委託者は、受託者からの定期的な事業報告書の提出、委託者

による不定期の実施状況確認及び顧客満足度調査等による評価を行う。 

 

１１ 個人情報の取扱い 

（１）この契約による事務を行うための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号）、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（平成２５年法律第２７号）及び宗像市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年宗像市

条例第２１号）の規定を遵守し、かつ、その取扱い等については、本市の指示に従わなければなら

ない。業務完了後も同様とする。 

（２）受注者は、この契約の締結時に、宗像市個人情報事務取扱要領（平成１６年７月１日施行）に定

める委託事務に係る誓約書を宗像市に提出しなければならない。また、当該委託事務に係る受注者

の事務従事者についても同様とする。 

 

１２ その他 

（１）暴力団排除に関する事項 

受託者は、当該業務の履行に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

①暴力団から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告する

とともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行う。 

②暴力団等から不当要求による被害又は業務妨害を受けた場合は、その旨を速やかに監督員に報

告するとともに、所轄の警察署に被害届けを提出する。 



 

③排除対策を講じたにもかかわらず、業務の履行に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに

監督員と工程に関する協議を行う。 

（２）障害者への合理的配慮の提供 

受託者は、業務の実施にあたっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５

年法律第６５号）を遵守するとともに、障害者に対する合理的配慮の提供に努める。 

（３）本仕様書に定めのない事項について定める必要が生じたとき、また、本仕様書に定める事項につ

いて疑義を生じたときは、双方協議のうえ決定する。 

 


